
高知県営病院事業料金徴収条例をここに公布する。

○高知県営病院事業料金徴収条例

第１条 病院事業の料金については、この条例の定めるところにより徴収する。

第２条 前条に規定する料金の額は、次に定めるところによる。

（１）消費税法（昭和63年法律第108号）別表第２第６号に規定する療養若しくは医療

又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等のうち、診療報酬の算定方法（平成2

0年３月厚生労働省告示第59号）又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時

生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成18年３月厚生労働

省告示第99号)(以下この条において「算定方法等」という。）に定めのあるものに

ついては、当該算定方法等により算定した額

（２）診療を受ける者が診療料等につき自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）

第16条第１項の規定により損害賠償額の支払を請求することができる場合にあって

は、算定方法等による算定額に100分の150を乗じて得た額（その額に５円未満の端

数があるときはこれを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときはこれを10円

に切り上げた額）

（３）前２号に定めるもののほか、国、地方公共団体、社会保険団体等が地方公営企業管

理者（以下「管理者」という。）と締結した診療等の契約に係るものについては、

当該契約で定める算定方法により算定した額

（４）前３号に定めるもの以外のもので、算定方法等に定めのあるものにあっては当該算

定方法等により算定した額と当該算定した額に消費税法第29条に規定する消費税の
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税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例（昭和33年高知県

条例第１号）第70条の４に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額

を合計した額以内で管理者が定める額（その額に５円未満の端数があるときはこれ

を切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額）と

を合算して得た額、算定方法等に定めのないものにあっては別表に定めるところに

より算定した額（文書料及び病室使用料にあっては、同法別表第２第８号に規定す

る助産に係る資産の譲渡等に該当する場合を除き、当該算定した額と当該算定した

額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の

額に同条例第70条の４に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を

合計した額（その額に５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上10円

未満の端数があるときはこれを 10 円に切り上げた額）とを合算して得た額とす

る。）

第３条 生活困窮者については、管理者は、その徴収すべき料金を減免することができる。

第４条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則（令和７年10月15日条例第38号）

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の高知県営病院事業料金徴収条例の規定は、この条例の施行の

日以後の病室の使用について適用し、同日前の病室の使用については、なお従前の例

による。

別表(第２条関係)

種類 金額

文書料 診断書 １通につき2,100円

死亡診断書 １通につき3,400円

死産診断書

恩給、年金等に関する診断書 １通につき5,100円

自動車損害賠償責任保険に関する診

断書

自動車損害賠償責任保険以外の各種

保険に関する診断書

死体検案書 １通につき6,700円

死胎検案書

病歴書 １通につき2,600円

診療録写し



自動車損害賠償責任保険に関する診

療報酬請求明細書

１通につき4,400円

その他の証明書 １通につき1,300円

病室使用料 高知県立あき総合病院 特室Ａ １日につき6,100円

特室Ｂ １日につき5,900円

高知県立幡多けんみん

病院

特室 １日につき5,200円

分べん介助料 産科医療補償制度の掛金負担の対象と

なる分べん

１件につき103,200円（国民

の祝日に関する法律（昭和2

3年法律第178号）第３条に

規定する休日、日曜日、土曜

日、１月２日及び３日並びに

12 月 29 日から 31 日まで並

びにこれらの日を除く日の午

前零時から午前８時 30分ま

で及び午後５時 15分から午

後 12時までの間の場合（以

下この表において「休日等の

場合」という。）にあって

は、１件につき123,800円)

産科医療補償制度の掛金負担の対象と

ならない分べん

１件につき 91,200 円（休日

等の場合にあっては、１件に

つき111,800円）

その他の給付に係る料金 原価計算を基礎として管理者

が定める額


